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・─ 南関町協働のまちづくり出前講座 ─・・─ 南関町協働のまちづくり出前講座 ─・

南関町協働のまちづくり出前講座一覧南関町協働のまちづくり出前講座一覧

　住民の皆さんの学習活動を支援するため、町職員が皆さんの地域に訪問して、町行政に関する
講話、体験活動を行う講座です。地域の団体などでの学習会や研修会にご活用ください。

●受講要件
①現在、町内に在住か在勤の人
②おおむね 10 人以上の団体であること
③政治、宗教または営利目的の開催ではないこと
④批判、苦情、個別相談などを目的としないこと

●実施場所
町内に限ります。

（会場の手配や準備は、申請者でお願いします。）

●実施時間
平　　　　日　午前９時～午後９時
土・日・祝日　午前９時～午後５時

（12 月 28 日～１月４日を除く）
※開催時間は２時間以内です。

●受講料
原則無料

●受講までのスケジュール
①希望日の１か月前までに、申込書を提出して
　ください。（FAX 可。）
　※申込書は、まちづくり課に備え付けています。
　　町ホームページからもダウンロードできます。
　　　　　　　　　　⬇
②申請書受付後、関係部署との打ち合わせを行
　い、開催決定通知を送付します。※会場の手配、
　出前講座に必要な用品などは申請団体で準備
　をお願いします。　 ⬇
③出前講座の実施日に、町職員が会場へ出向きます。
　　　　　　　　　　⬇
④講座終了後、簡単なアンケートにご協力ください。

●申込み・問合せ先
まちづくり課企画振興係
TEL:57-8501　FAX:53-2351

お申込みにあたっては、会場等のコロナウイルス感染防止のための対策をお願いします。

 No 　　　　　　講　座　名
 1 町長が語る
 2 行政組織
 3 町の行政改革
 4 町のこれからの財政
 5 町の防災対策
 6 消費生活問題
 7 男女共同参画社会
 8 交通安全
 9 選挙のしくみ
 10 町議会
 11 戸籍、住民登録、マイナンバー
 12 租税教室
 13 環境衛生
 14 環境保全
 15 犬の飼いかた
 16 国民年金
 17 高齢者福祉
 18 障がい者福祉
 19 子育て支援
 20 国民健康保険制度
 21 介護保険制度
 22 高齢者の健康づくり
 23 介護予防

No 　　　　　　講　座　名
24 認知症サポーター養成講座
25 住んでよかったプロジェクト推進事業
26 南関町総合振興計画
27 町が運行する公共交通
28 琵琶の世界（地域おこし協力隊）
29 ＳＮＳの世界（地域おこし協力隊）
30 農林業の各種補助金
31 ほ場整備
32 農地の売買、貸借、転用
33 町道等の整備要望や各種補助制度
34 浄化槽設置や下水道整備事業
35 地域学校協働活動
36 学校給食
37 青少年健全育成
38 生涯学習講座
39 子どもの家庭教育
40 人権教育
41 生涯スポーツ
42 町の図書館
43 町の文化財
44 町の歴史
45 その他

７月は国政選挙 ～未来をつくる
　　　あなたの一票大切に～

　参議院議員通常選挙が７月に予定されています。あなたの大切な一票を投じましょう。
　選挙当日に投票できない人は、期日前投票や不在者投票もご利用ください。
　選挙の詳細は、広報なんかん７月号や町ホームページ等でお知らせします。

▪今回の選挙は「参議院議員通常選挙」です

熊本県選挙区 •投票用紙に、候補者１名の氏名を記入します。

比例代表
•投票用紙に候補者1人の氏名を記入します。
•政党などの名称・略称を書くこともできます。

▪投票入場券を送付します
　•公示日ごろまでに、選挙権がある人へ投票入場券（はがき）を郵送します。
　　投票日（期日前や不在者投票を含みます）には忘れずにお持ちください。
　•投票入場券が届かない場合や紛失・破損した場合でも、投票することができます。
　　投票所でその旨を申し出てください。

▪ 第１投票所の南関町公民館は、令和４年３月末で閉館しましたが、引き続き第１投票所とし
て使用します。なお、名称は「旧南関町公民館」へ変更します。

投票所内では、マナーを守りましょう
　• 投票所内で、他人の投票への干渉、特定の候補者への投票を呼びかけることは禁じられて
います。

　• 投票所内でのスマートフォン、デジタルカメラ等による撮影は、投票所の秩序保持を定め
た公職選挙法に抵触する恐れがありますので、ご遠慮ください。

　•投票用紙は、「投票箱に入れなければならない。」と公職選挙法で定められています。
　•投票用紙を、勝手に持ち出すことや、持ち帰ることはできません。

期日前投票立会人を募集します
〇業務内容　  第２６回参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票立会人に関する

事務で、主に投票が行われる際に、投票事務の執行が公正に行われるように
立ち会うこと

〇募集人数　１日２名×１７日程度（先着順）
〇業務場所　町役場　こもれびホール
〇勤務期間　期日前投票期間中の都合の良い１日
〇勤務時間　午前８時３０分～午後８時（１１時間３０分/日）
〇報　　酬　日額９，６００円（規定の源泉所得税を控除します。）
〇応募資格　南関町の選挙人名簿に登載されている人
〇申込方法　 ６月９日（木）までに印鑑を持って、南関町選挙管理委員会に申し込むこと。
　　　　　　なお、すでに投票立会人名簿に登録されている人は、電話での受付も可能です。

＜問い合わせ＞ 南関町選挙管理委員会　☎５７－８５００


